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厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
六
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
と

協
議
し
て
定
め
る
基
準
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務

大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務

大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

そ
の
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

一

そ
の
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

自
費
患
者
（
社
会
保
険
診
療
に
係
る
患
者
又
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
係
る
患
者
以
外
の
患
者
を

い
う
。）に
対
し
請
求
す
る
金
額
（
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条

の
三
十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
特
定
外
国
人
患
者
請
求
額
（
ハ
に
お
い
て
「
特
定
外
国
人

患
者
請
求
額
」
と
い
う
。）を
除
く
。）が
、社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
こ
と
。

ロ

自
費
患
者
（
社
会
保
険
診
療
に
係
る
患
者
又
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
係
る
患
者
以
外
の
患
者
を

い
う
。）に
対
し
請
求
す
る
金
額
が
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

特
定
外
国
人
患
者
請
求
額
が
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
金
額
か
ら
当

該
金
額
に
三
を
乗
じ
て
得
た
金
額
ま
で
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
地
域
に
お
け
る
標
準
的
な
料
金
を
超
え
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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